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慶應義塾経済学会会則
第 1 条 本会は慶應義塾経済学会 (The Keio

Economic Society) と称する。
第 2 条 本会は経済学の研究およびその奨励，

ならびに会員相互の親睦を図ること
を目的とする。

第 3 条 本会は前条の目的を達成するため次
の事を行なう。
1 研究会の開催
2 機関誌『三田学会雑誌』および
その他研究成果の刊行

3 講演会，資料展覧会の開催
4 他の学会および諸団体との連絡
5 その他本会の目的を達成するた
め適当と認める事業

第 4 条 本会は慶應義塾大学経済学部所属専
任者のうち経済学を専攻する者をも
って組織する。ただし特別会員をお
くことができる。

第 5 条 本会に次の役員をおく。
1 会長 1 名　 2 副会長　 1 名
3 委員長 1 名　 4 副委員長 1 名
5 委員　若干名 6 監事　　 2 名

第 6 条 会長，副会長，委員長，副委員長，委
員および監事は，総会において決定
する。

第 7 条 会長は本会を代表する。副会長は会
長を補佐する。委員は委員会を組織
し会務を執行する。委員長は委員会
を代表し会務を統轄する。副委員長
は委員長を補佐する。監事は会計を
監査する。

第 8 条 会長および副会長の任期は 1年，委
員長，副委員長，委員および監事の
任期は 2年とする。ただし再選を妨

げない。
第 9 条 会長は年一回総会を招集する。ただ

し必要に応じ臨時総会を招集するこ
ともできる。

第 10条 会員は機関誌『三田学会雑誌』およ
びその他本会刊行物の配布を受ける
ことができる。

第 11条 本会の経費は賛助金，補助金，会費
およびその他の収入をもってこれに
充てる。

第 12条 本会の会計年度は毎年 4月 1日より
翌年 3月 31日までとする。

第 13条 本会会則の変更は総会の決議による。
第 14条 本会の事務所は慶應義塾経済学部研

究室内におく。
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